
様式第5号(第4条関係)

渉

開 示 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書

武 市 教 文 生 第 ９ ７ 号

平成２５年１０月１６日

武雄市教育委員長　諸石　洋之助

平成２５年:LO 月２日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公

開条例第９条第３項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したいので通

知します。

公 文 書 の 件 名 「2  0  13 年度グッドデザイン賞」への応募に関する一切 の文

書

条 例 第 ９ 条 第

工項の 規定に よ

る決定期 間

平成２５年１０月２日から　平成２５年１０月 工６日まで

延 長 後決 定期 間 平成２５年１０月２日から　平成２５年1 O 月３０日まで

延 長 の 理 由 開示請求に係る公文書が他の開示請求も併せ大量であるため

所　　 管　　 課 教育部　文化・学習課　生涯学習係

電話番号(直通)0954  ― 23  ― 5168
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